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板柳町（以下、「町」という。）では、令和５年１２月の板柳町総合教育会議にて４小学校を１校

に統合する方針が決定され、板柳南小学校を統合小学校校舎として改修工事を実施するため

の「板柳町立統合小学校改修基本計画（以下、「基本計画」という。）を策定している。 

基本計画では、既存の学校施設を長く大事に使うことに重点を置いた長寿命化改修工事を

進めることはもとより、国の「小学校施設整備指針」や最新の教育動向などを踏まえ、子どもた

ちの多様なニーズに応じた施設機能の高機能化・多機能化、防災機能強化などを実現する施

設整備が求められている。 

本業務は、学校施設の長寿命化改修にあたり、より優れた提案者を選定するとともに、その

選定方法の公平性、透明性を図るため、公募型プロポーザル方式により、広く提案を募り、この

業務に最も適した優先交渉権者（契約候補者）を特定することを目的とする。 

板柳町立統合小学校長寿命化改修工事基本・実施設計業務 

本整備工事に係る基本・実施設計業務とする。 

詳細は別紙「板柳町立統合小学校長寿命化改修工事基本・実施設計業務委託特記仕様書」

のとおりとする。ただし、契約時における仕様書については、優先交渉権者（契約候補者）とし

て特定された者の技術提案内容に応じて仕様を変更することがある。 

契約締結日の翌日から令和７年１０月３１日まで 

なお、令和７年４月末日までに概算工事費を算出し、基本設計図書を提出すること。 

① 名 称     （仮称）板柳町立統合小学校 【現在名称：板柳町立板柳南小学校】 

② 所在地      北津軽郡板柳町大字辻字岸田 75-1 

③ 用途地域等   用途地域        無指定 

建ぺい率・容積率    70％・200％ 

④ 敷地面積      約 31,600 ㎡（取得予定の用地面積含む） 

⑤ 主な建築物   校舎（RC）、屋内体育館（S）、プール、屋外グラウンド 他 

⑥ 接道道路     国道 339 号、町道横沢学校道線 他 

⑦ 上下水道     公共 

⑧ 工事参考額   30 億円未満（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

※ただし、必要な機能は維持し、又改修後のランニングコストが高くならないように

十分配慮しながら 、極力工事費を抑えること。また、業務契約締結後に賃金水準

又は物価水準の変動により、工事参考額を超える場合については算定根拠資料

等を提示して協議すること。
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９８，３１８，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

※「板柳町立統合小学校長寿命化改修工事基本・実施設計業務（見積参考資料）」をもとに算出すること。

この金額は、契約締結における予定価格を示すものではない。 

 

公募型プロポーザルによる候補者選定の手続き等に参加できる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしている単体企業、又は（２）に掲げる資格を満たしている設計共同体とする。なお、契約締

結までの間に参加要件を有しなくなった場合、その時点で失格とする。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 

② 板柳町「令和６年度板柳町競争入札参加資格者名簿（建築関係建設コンサルタント業務）」

に参加意思表明書の提出期限までに登録され、かつ、代表者が青森県内に本店又は支店・営

業所を有する者であること。 

③ 公告日現在から優先交渉権者（契約候補者）特定の日までに、板柳町建設業者等指名停

止規則（平成１０年７月１３日規則第１０号）による指名停止措置を受けていないこと。 

④ 板柳町暴力団排除措置要綱（平成２４年６月１８日訓令第１号）に掲げる措置要件に該当し

ないこと。 

⑤ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者（更生

手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく

再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は破産

法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。 

⑥ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受

けている者であること。 

⑦ 建築士法第２６条第２項の規定に基づく戒告処分を受けた日から３月を経過していない者で

ないこと、又は同項の規定に基づく閉鎖処分を受けている期間でない者、もしくは閉鎖処分を

受けた日から３月を経過していない者でないこと。 

⑧ 提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。 

⑨ 国税、都道府県税、市区町村税の滞納がないこと。 

⑩ 他の参加者である設計共同体の構成員となっていないこと。 

⑪ 総合、構造、電気、機械の各業務分野について、協力者が本業務に参加する他の参加者

（設計共同体の構成員を含む。）となっていないこと。 

設計共同体を結成して参加する場合は次の要件を満たしていること。 

① 設計共同体の構成員数は代表者及びその他構成員の２者とする。 

② 出資比率は、構成員が技術提案並びに設計業務に関与する割合を反映するものとし、代

表者の出資比率を５１％以上とする。 

③ 設計共同体の代表者及びその他構成員並びに協力者は、本業務に参加する他の設計共

同体の構成員又は協力者を兼ねていないこと。 
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④ 設計共同体として、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」

（平成１０年１２月１０日付け建設省厚契発第５４号、建設省技調発第２３６号、建設省営建発第

６５号）の別紙１に示された設計共同体協定書による協定書が、代表者及びその他構成員によ

り交わされていること。 

⑤ 板柳町「令和６年度板柳町競争入札参加資格者名簿（建築関係建設コンサルタント業務）」

に参加意思表明書の提出期限までに登録され、かつ、設計共同体の代表者及びその他構成

員のいずれかが青森県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。 

⑥ 全ての構成員が、３．参加要件（1）の①～⑪までを全て満たす者であること。 

平成２６年４月以降に、次の①、②の設計業務実績（平成２６年４月以降に設計が完了した施設

の設計業務）があること。また、設計共同体については、次の①、②の要件をその内１者が満たす

者であること。 

① 同種業務：校舎がRC造又はSRC造の小・中学校及び特別支援学校（小・中学部）について、

長寿命化改修設計又は大規模改造設計（空調設備改修、トイレ改修の設計を除く）を実施した

もの 

② 類似業務：校舎がRC造又はSRC造の小・中学校及び特別支援学校（小・中学部）について

改築設計又は新築設計を実施したもの 

配置する技術者が次のいずれの要件も満たす者であること。 

① 管理技術者及び総合、構造、電気、機械の各主任担当技術者をそれぞれ１名配置すること。 

② 管理技術者は参加者と直接的な雇用関係を有すること。また、管理技術者は他の業務分野

の主任担当技術者を兼務していないこと。 

③ 各業務分野の主任担当技術者は、本業務における他の主任担当技術者を兼務していない

こと。 

※ 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者をいう。 

※ 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各業務分野における技術者を総括する役割を担う者のこ

とをいう。 

 

① 国又は地方公共団体等が発注し、元請け（設計共同体の場合、代表者としての実績に限

る。）として受注された、令和６年国土交通省告示第８号（以下、「告示第８号」という。）別添二第

７号第１類に分類される建築物の基本設計業務又は実施設計業務に従事し、公告日現在にお

いて当該設計業務が完了している実績を有すること。 

② 建築士法に基づく一級建築士の資格を有すること。 

① 各主任担当技術者の業務分野は表１の分類による。また、建築士法に基づく一級建築士の

資格を有すること。 

② 主任担当技術者の業務分野を再委託する場合には、次の要件を満たすこと。 

ア 総合分野は、再委託しないこと。ただし、主たる業務以外の部分（コピー、印刷、製本、計

算処理（構造計算、設備計算及び積算を除く。）、トレース、資料整理等）の簡易な業務につ
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いては、再委託を認める。 

イ 構造分野の再委託先には、設計への関与ができる建築士法第１０条の２の２第１項に規

定する構造設計一級建築士又は一級建築士が所属していること。 

ウ 電気及び機械分野の再委託先には、設計への関与ができる建築士法第１０条の２の２第

１項に規定する設備設計一級建築士又は建築設備士が所属していること。 

業務分野 業務内容 

総合 告示第８号別添一第１項第一号及び第二号において示される「設計の種

類」における「総合」 

構造 同上「設計の種類」における「構造」 

電気 同上「設計の種類」における「設備」のうち、「電気設備」に係るもの 

機械 同上「設計の種類」における「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気

設備」及び「昇降機等」に係るもの 

令和６年９月２５日（水）～１０月２日（水）午後４時まで（必着） 

別添の質問書（様式１）により、電子メールにて提出すること。 

※電子メール以外の方法で提出された質問に対しては回答しない。また、電話によりメールの受信確認を行

うこと。 

本実施要領の「１６．担当部署（提出・問合せ先）」と同じ。 

令和６年１０月４日（金） 

町ホームページに掲載 

※質問に対する回答への問い合わせ及び異議申し立ては、受け付けない。 

① 参加意思表明書（様式２） 

② 業務実施体制（様式３） 

③ 協力者調書（様式４） 

※他の企業等に当該業務の一部について協力を依頼する場合にのみ提出すること。 

④ 管理技術者の業務実績（様式５） 

⑤ 主任担当技術者の業務実績（様式６－１、６－２、６－３、６－４） 

⑥ 設計共同体協定書の写し 

※該当する場合のみ 

正本 １部 

参加意思表明書等の作成に当たっては、別紙「板柳町立統合小学校長寿命化改修工事基

本・実施設計業務公募型プロポーザル参加意思表明書、技術提案書等作成要領（以下、「作成
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要領」という。）」に従い作成すること。 

令和６年１０月１０日（木）午後４時まで（必着） 

本実施要領の「１６．担当部署（提出・問合せ先）」と同じ。 

持参又は郵送により提出すること。 

※持参の場合の受付時間は午前８時３０分から午後４時までとする。（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）なお、

郵送で提出する場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法とすること。 

参加意思表明書等を提出した者のうち、参加資格要件を満たし、かつ設計業務実績等の評価

点が高い者から３者程度を選定し、技術提案書の提出を要請する。 

ただし、参加資格要件を満たした者が３者に満たない場合は、参加資格要件を満たしたすべて

の者に技術提案書の提出を要請する。 

参加資格審査の結果は、技術提案書の提出を要請する者が決定し次第、電子メールで直ちに

通知した後に、書面の郵送により改めて通知する。 

下記のとおり実施する。 

令和６年１０月３日（木）午後４時～１時間程度。（受付は午後３時４０分～） 

板柳町立板柳南小学校 玄関前（板柳町大字辻字岸田 75-1） 

令和６年１０月２日（水）午後４時まで 

現地見学会への参加を希望する者は、現地見学会参加申込書（様式７）に所定

の項目を記載のうえ、本実施要領の「１６．担当部署（提出・問合せ先）」に電子メールにて申し

込むこと。また、電話によりメールの受信確認を行うこと。 

① 既存施設の概要説明 

② 既存施設及び建設予定地周辺の見学 

① 現地見学会への参加の有無が、優先交渉権者（契約候補者）の特定に影響することはない。 

② 参加人数は各者４名以内とし、参加希望者が多数の場合は、参加人数の調整を依頼する 

場合がある。 

③ 公告資料を持参すること。 

④ 施設の案内中は、参加者からの質問は受け付けない。質問がある場合は「７．技術提案に

関する質問の受付及び回答」にて行うこと。 

⑤ 現地見学会以外での学校敷地内への立ち入りは許可しない。 

⑥ 町担当職員が許可した場合を除き、学校敷地内での写真撮影は認めない。また、撮影を許

可された場合も、施設利用者等に対し十分配慮すること。 

⑦ 町担当職員の指示に従わない場合には、現地見学会からの退場を求めることがある。 
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令和６年１０月２１日（月）～１１月１日（金）午後４時まで（必着） 

別添の質問書（様式１）により、電子メールにて提出すること。 

※電子メール以外の方法で提出された質問に対しては回答しない。また、電話によりメールの受信確認を行

うこと。 

本実施要領の「１６．担当部署（提出・問合せ先）」と同じ。 

令和６年１１月８日（金） 

町ホームページに掲載 

※質問に対する回答への問い合わせ及び異議申し立ては、受け付けない。 

① 技術提案書提出届（様式８） 

② 技術提案書（業務実施方針）（様式９） 

③ 技術提案書（評価テーマに対する技術提案）（様式１０－１、１０－２、１０－３） 

④ 価格提案書（様式 11） 

⑤ 上記の提出書類のうち、正本についての電子データ一式（ＣＤ－Ｒ） 

※データはＰＤＦ形式とする。 

正本 １部、副本 ９部 

※電子データ一式（ＣＤ－Ｒ）は１部とする。 

※副本には提出者（設計共同体の構成員、協力者を含む。）を特定することができる内容を記載しないこと。 

技術提案書（以下、「提案書」という。）の作成にあたっては、別紙作成要領及び下記の要領に

従い作成すること。 

① プロポーザルは設計業務における具体的な取組方法について提案を求めるものであり、当

該業務の具体的な内容や成果品の一部（図面、模型写真、透視図等）の作成や提出を求める

ものではない。具体的な設計作業は、契約後に提案書に記載された具体的な取組方法を反映

しつつ、発注者が提示する資料に基づいて発注者と協議のうえ開始する。 

② 文章での表現を原則とし、基本的考え方を簡潔に記述すること。なお、字体は任意とするが、

文字ポイントは見出し及び本文が９ポイント以上、図等の注釈は８ポイント以上とする。 

③ 文章を補完するための写真、イラスト、イメージ図は必要最小限の範囲において使用を認め

るが、具体的な建物の設計又はこれに類する表現、詳細な描き込み、簡易でない表現をしては

ならない。 

④ 提案内容は、その考え方や趣旨等について簡潔明瞭に示すものとし、提案書の記述にあ

たっては、専門的知識を有しない者でも理解できるよう分かりやすい表現とすること。 

⑤ 表２に示した提案内容１～３の各項目について、留意する点や技術的な提案（提案内容、

提案理由、比較検討案等）を、提案内容ごとに提案書（様式１０－１、１０－２、１０－３）に片面１

ページにて作成し、Ａ４の大きさに折って綴じること。 

⑥ 提案書内の視覚的表現に関しては「建築設計業務委託の進め方－適切に設計者選定を

行うためのマニュアル－平成３０年５月全国営繕主管課長会議」（国土交通省）４９～５３ページ
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を参考のこと。 

（1）既存施設の利活用における設計の全体像・設計業務の実施方針 

①児童が明るく楽しく安心して学べる小学校を目指した改修計画 

②◎施設を今後 30 年以上使用するための長寿命化改修計画 

③◎現在の基準に適合させるため増築が必要な学校給食施設の配置計画 

④◎通学児童の安全確保や送迎車両等の渋滞を緩和させる動線計画 

⑤児童の安全性と利便性を考慮した敷地内駐車ｽﾍﾟｰｽの確保計画 

（2）統合小学校にふさわしい教育環境の計画方針 

①児童の発達段階に応じた効果的な教育活動が展開できる施設計画 

②◎２階のﾌﾟﾚｰﾙｰﾑと図書室を活用した学習活動の多様性に対応するｽﾍﾟｰｽの施設計画 

③◎GIGAｽｸｰﾙ構想に対応するICT教育環境の整備と教育DXの推進に向けた施設計画 

④バリアフリー化（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰやｽﾛｰﾌﾟ等）やユニバーサルデザインによる施設計画 

⑤特別な支援等を必要する児童の個別指導や教育相談等のｽﾍﾟｰｽの確保計画 

（3）施設に求められる機能や性能に関する計画方針 

①◎防災・減災に寄与する施設計画（特に洪水などの被災想定を踏まえた機能） 

②◎快適な室内環境の確保と光熱水費抑制・省エネルギーのための施設計画 

③各種教室等への空調設備の整備や照明設備のLED化、トイレの洋式化への改修計画 

④屋内体育館の遮熱や空調設備の活用など熱中症防止対策に係る施設計画 

⑤災害時の避難場所として町民の安心・安全を確保する施設の利用計画 

【備考】 

ア ◎が付されている提案内容は、町が特に重要と考えているものである。 

イ 本実施要領において記載された事項以外の内容を含む提案書、又は作成要領及び別添の様式に示さ

れた条件に適合しない提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。 

ウ 「８．(3)③」に反すると後述の審査委員会において判断された場合は失格とし、第二次審査の審査対象

外とする。 

エ 提案書の記載内容は、全て本業務における実施義務事項として提案者が提示し、契約するものである

ことに留意すること。 

オ GIGA（ギガ）ｽｸｰﾙ構想とは、児童生徒 1 人 1 台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備

することを主とする文部科学省の取り組みであり、板柳町立の各小学校では全児童に端末（iPad）を整備し

活用している。 

令和６年１１月１９日（火）午後４時まで（必着） 

本実施要領の「１６．担当部署（提出・問合せ先）」と同じ。 

持参又は郵送により提出すること。 

※持参の場合の受付時間は午前８時３０分から午後４時までとする。（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

なお、郵送で提出する場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法とすること。 
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プロポーザル審査は以下の日程及び要領で実施する。 

 

 

優先交渉権者（契約候補者）特定にあたり、公平性及び透明性を確保するとともに、客観的な

評価等を行うため「板柳町立統合小学校長寿命化改修工事基本・実施設計業務公募型プロポー

ザル審査委員会（以下、「委員会」という。）」を設置し、委員会において提案内容の審査・評価を

行い、優先交渉権者及び次点交渉権者を特定する。 

なお、委員会の審査委員は、審査の公平・公正性を確保するため、優先交渉権者及び次点交

渉権者の特定後に公表する。 

委員会において、参加意思表明書等の書面審査を行い、第二次審査でプレゼンテーションとヒ

アリング（以下、「ヒアリング審査」という。）を受ける者を３者程度選定する。 

提案書の内容について書面及びヒアリング審査を実施し、参加者の中から「優先交渉権者（契

約候補者）」及び「次点交渉権者」を各１者特定する。なお、審査・評価は非公開とする。 

ヒアリング審査による審査においては、以下の点に注意すること。 

① 提案者を特定することができる内容は伏せること。ヒアリング審査は、参加意思表明書の受

付順に実施する。各者のヒアリング審査の時間は最大で４０分とし、準備５分・プレゼンテーショ

ン２０分・ヒアリング１５分の配分とする。 

② ヒアリング審査に出席する者は、「管理技術者の業務実績（様式５）」に記載した管理技術者

と、「主任担当技術者の業務実績（様式６－１、６－２、６－３、６－４）」に記載した主任担当技術

者２名以内、パソコン操作者１名の合計４名以内とする。 

③ プレゼンテーションは町が用意するスクリーン及びプロジェクター（EPSON型式EB-W06 に

はHDMIケーブルを含む)を使用した発表とし、接続するノートパソコンは提案者が持参すること。

また、発表に使用する資料は提案書に記載された内容のみとし、当日の追加資料の配布や提

案書にない新たな内容の説明は認めない。 

④ 提案者が１者の場合も、ヒアリング審査を実施する。その場合、基準点を満たす場合のみ、

当該提案者を優先交渉権者とする。 

⑤ ヒアリング審査に関する詳細は、第二次審査の参加者を選定後、各者に別途通知する。 

⑥ 審査・評価の結果、最高点を取得した提案者又は第２位の得点を取得した提案者が２者以

上ある場合は、審査委員の合議により優先交渉権者又は次点交渉権者を１者に特定する。 
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第一次審査及び第二次審査の審査・評価結果は書面により各者へ通知する。また、特定され

た優先交渉権者及び次点交渉権者について、町ホームページ上で公表する。 

 

審査・評価項目 審査・評価基準 備考 

専門分野の技術者資
格 

・各業務分野の技術者が保有する資格につ
いて評価する。 

 

過去１０年間の同種又
は類似業務の実績 

・管理技術者及び主任担当技術者が過去 
１０年間に完了させた同種又は類似業務 
の実績について評価する。（※） 

 

業務繁忙度 ・手持ち業務の件数等を考慮する。  

過去の表彰歴 
・同種又は類似業務の表彰歴を評価する。
（公告日より過去５年間とする） 

 

CPDの取得単位の状
況 

・管理技術者、各業務分野の主任担当技術
者が取得している建築ＣＰＤの実績を評価す
る。（公告日より過去１年間とする） 

 

（※）平成２６年４月１日以降に完了させた下記の業務実績を審査・評価の対象とする。 

① 同種業務：校舎がRC造又はSRC造の小・中学校及び特別支援学校（小・中学部）について、長寿命化改

修設計又は大規模改造設計（空調設備改修、トイレ改修の設計を除く）を実施したもの 

② 類似業務：校舎がRC造又はSRC造の小・中学校及び特別支援学校（小・中学部）について改築設計又は

新築設計を実施したもの 

審査・評価項目 審査・評価基準 備考 

一次審査の評価点  －  

業務実施方針 
（改修の基本的方針） 

①業務の理解度及び取り組み意欲   

②業務の実施方針（業務への取組体制、設
計チームの特徴、設計工程、特に重視する
設計上の配慮事項等）【様式９】 

 

評価テーマに対する 
技術提案 

①既存施設の利活用における設計の全体
像・設計業務の実施方針【様式１０－１】 

 

②統合小学校にふさわしい教育環境の計画
方針【様式１０－２】 

 

③施設に求められる機能や性能に関する計
画方針【様式１０－３】 

 

価格提案  見積書の受注予定金額（税抜）【様式１１】  評価対象外 
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公告                   令和６年 ９月２５日 

参加意思表明書質問受付締切 令和６年１０月 ２日 午後４時まで 

参加意思表明書質問回答予定日 令和６年１０月 ４日 

参加意思表明書受付締切  令和６年１０月１０日 午後４時まで 

現地見学会参加申込締切  令和６年１０月 ２日 午後４時まで 

現地見学会   令和６年１０月 ３日 

技術提案書質問受付締切     令和６年１１月 １日 午後４時まで 

技術提案書質問回答予定日 令和６年１１月 ８日 

技術提案書受付締切   令和６年１１月１９日 午後４時まで 

第一次審査    令和６年１０月１５日（予定） 

第二次審査   令和６年１１月２７日（予定） 

結果通知    令和６年１１月２８日以降（予定） 

契約締結・業務開始   令和６年１２月中旬（予定） 

 

本プロポーザルに参加した者で提出書類が次のいずれかに該当する場合は、提出者を失格と

する。 

参加資格要件を満たさない場合 

提出書類に虚偽の記載があった場合 

本実施要領及び作成要領で示された、提出期限・提出場所・提出方法・書類作成上の留意

事項等の条件に適合しない書類があった場合 

選定・特定結果に影響を与える不誠実な行為を行った場合 

提出された提案書が「８．(3)③」に反すると審査委員会において判断された場合 

 

優先交渉権者の特定後、 随意契約に係る協議を行い、その際に特定された者は業務委託費

の見積書を提出し、協議が整い次第、速やかに仮契約締結の手続きを行う。なお、町議会承認後

に契約締結とする。 

ただし、協議が整わない場合や、優先交渉権者に事故等があり契約を締結できない場合には、

次点交渉権者と契約締結に係る協議を行う場合がある。 

 

前 金 払   有  （支払割合の１０分の３以内） 

部分引渡し   基本設計業務完了時（基本設計成果物の提出を条件とする。） 

支払割合及び基本設計業務期間は特記仕様書の記載による。 
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(1) 本手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 提出期限までに参加意思表明書等を提出しない者及び提案書の提出者に選定された旨の

通知を受けなかった者は、提案書を提出できないものとする。 

(3) 参加意思表明書等及び提案書の作成、提出並びにヒアリング審査に関する費用は、全て提

出者の負担とする。 

(4) 参加意思表明書等及び提案書の取り扱いについては、次のとおりである。 

① 提出された参加意思表明書等は返却しない。なお、提出された参加意思表明書等は、提

案書の提出者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 

② 優先交渉権者及び次点交渉権者の特定の有無に関わらず、提案書は返却しない。なお、

提出された提案書は、優先交渉権者及び次点交渉権者の特定以外に提出者に無断で使用し

ない。また、特定された提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。 

(5) 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は認めない。また「管理技術者の業

務実績（様式５）」及び「主任担当技術者の業務実績（様式６－１、６－２、６－３、６－４）」に記載

した配置予定の管理技術者及び各主任担当技術者は、原則として変更できない。ただし、や

むを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の資格を有する技術者であるとの町の了

解を得なければならない。 

(6) 提案書の作成のために町から受領した資料は、町の了解なく公表、使用してはならない。 

(7) 提案書の著作権等については、次のとおり取り扱うものとする。 

① 提案書の著作権は、提案書を作成した者に帰属するものとする。 

② プロポーザル方式の手続き及びこれに係る事務処理において必要があるときは、町は提出

された提案書の全部又は一部の複製等をすることができるものとする。 

(8) 本件に参加意思を表明する者は、プロポーザル審査委員に対して直接、間接を問わず故意

に接触を求めることは厳禁とする。また、審査委員名簿の公表後においても同様の扱いとする。 

 

板柳町教育委員会学務課 【担当：田中、小野】 

〒038-3672 青森県北津軽郡板柳町大字灰沼字岩井 61  

TEL  ： 0172-40-0567（直通）、 FAX 0172-72-1801 

Email ： ita-kyoui@town.itayanagi.aomori.jp 


